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はじめに 

 

 社会福祉法人は、社会福祉法（以下「法」という。）に基づく社会福祉事業（法第 2

条）を行うことを目的として、法の定めるところにより設立された法人をいいます。（法

第 22 条） 
 
※ ただし、その経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益事業及びその収益を社会福祉事業者若し
くは公益事業の経営に充てることを目的とする収益事業を行うことができる。（法第 26 条） 
 

 社会福祉法人（以下、「法人」という。）は、所轄庁の認可を受けて、設立登記するこ

とによって成立します。（法第 32 条、第 34 条） 

 法人の認可にあたっては、定款を定め（法第 31 条）、社会福祉事業を行うに必要な

資産を備え（法第 25 条）、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置く（法第 36

条）必要があります。 

 法人の設立準備は、事業を行う区域による区分に基づいた所轄庁の施設種別に応じた

事業所管課との間で、事前協議を行ってください。 

 

●社会福祉法人の所管区分 

新設時の法人の所轄庁は、事業を行う区域により、次のようになっています。 

区 分 所轄庁 

熊本県内のみで

事業を行う場合 

各市の区域のみで事業を行う場合 各市長 

各町村のみで事業を行う場合 熊本県知事 

２つ以上の市町村で事

業を行う場合 

主たる事務所が、指定都市

（熊本市）に所在する場合 

指定都市の

長 

主たる事務所が、指定都市以

外に所在する場合 
熊本県知事 

熊本県外でも事業を行う場合 熊本県知事 

 

●熊本県が所轄する社会福祉法人の区分（社会福祉法人の新設の取扱い） 

番

号 
社会福祉法人の種別 事業所管課 

① 

高齢者施設 

に法人本部がある社会福祉法人を 

新設する場合 

高齢者支援課 

② 

障害者（児）施設 

に法人本部がある社会福祉法人を 

新設する場合 

障がい者支援課 
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③ 

保育所 

に法人本部がある社会福祉法人を 

新設する場合 

子ども未来課 

④ 

児童福祉施設 

（保育所及び障害児施設を除く） 

に法人本部がある社会福祉法人を 

新設する場合 

子ども家庭福祉課 

⑤ 

救護施設 

に法人本部がある社会福祉法人を 

新設する場合 

社会福祉課 

 

≪一般的な法人設立の流れ≫ 

① 所轄庁の施設種別に応じた事業所管課への事前協議 

②設立準備会の設置 🔴行政との継続協議   🔴地域との協議 

          🔴役員候補者の選定   🔴事業計画の策定 

          🔴資金計画の策定    🔴土地の確保 

          🔴建設建築に向けた計画 🔴定款案の策定 

          🔴贈与契約の締結    🔴法人移行に向けた整理 等 

③法人設立申請書の提出 

④法人設立の認可 

⑤第 1 回法人理事会の開催 

⑥設立登記          

 

行政との協議 

 社会福祉法人は、社会福祉事業を実施することを目的とする公益法人とされています。

社会福祉法人として認可を受けるためには、社会福祉法に定める社会福祉事業を実施す

ることが確実であることがその要件となります。 

 社会福祉事業を実施するには、事業を所管する行政機関に事前協議を行い、事業実施

の許可を事前に確認する必要があります。 

 社会福祉法人の設立準備は、事業所管課との間で、施設の整備など社会福祉事業を行

うことが決定した後、次のとおり進めます。 

  また、目標とする法人設立日や事業開始日を設定し、そこから逆算して計画を立てて

下さい。 

なお、スケジュールの詳細については、所轄庁の事業所管課と相談しながら、設立ま

での手続過程を漏れなく確認して下さい。 
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１ 設立準備 

法人の設立準備については、設立予定者同士が設立準備会（発起人会等名称は様々）

を発足し、準備を進めていくのが一般的です。 

（１）準備会の構成員 

   準備会の構成員の人数に制限はありませんが、法人設立後の運営がより確実に行

われるためには、事業の継続性の観点から、設立準備の段階から関与している者が

引き続き運営を継続することが求められます。 

   そのため、法人設立後、理事長に就任する予定の者を含め、法人設立時における

役員就任予定者全員が準備会の段階から参画することが望ましいと言えます。 

  （法人役員については、法人設立後の評議員会での選任、法人代表者（理事長）に

ついては、評議員会で選任された理事による選定が必要となるため、準備会におい

ては、役員就任予定者となります。） 

   また、準備会には事業を実施する地域の住民が構成員またはオブザーバーとして

参画することが望ましい。設立後の役員構成も見据えて、準備段階から地域との協

力関係を築いていくことは不可欠だと考えられます。 

 

（２）準備会の組織等 

  ア 総会 

    準備会を運営するにあたっては、意志決定を行うための総会を設ける必要があ

ります。総会は準備会の構成員全員からなり、その決定は多数決により行います。   

また、総会で審議した内容は議事録として書面に残すことが必要です。 

 

   <必要な議事の例> 

   🔴 設立準備会に発足について 

   🔴 設立代表者及び設立代表者代理人の選出、委任に関すること 

   🔴 役員予定者の選出に関すること 

   🔴 事業趣旨、事業計画等の内容に関すること 

   🔴 定款の策定について 

   🔴 財産、資金計画等に関すること 

   🔴 社会福祉事業を実施するにあたって施設建設を伴う場合のその内容に関す

ること 

   🔴 その他 

 

  イ 代表者 

    準備会を対外的に代表する者として、構成員の中から 1 名の代表者を選任する 
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必要があります。初めて開催される総会で代表者の選任を行ってください。 

 

  ウ 監査機関 

設立準備には各種経費が発生します。準備会における資金や財産は、すべての

構成員による総有財産であり、各構成員はその状況を把握し、適正に執行するこ

とを求める権利があります。そこで、代表者とは別に監査人を定め、少なくとも

準備会解散時には監査を行い、その結果を総会で報告する必要があります。 

 

  エ 規程（会則） 

設立目的について合意を図るとともに、基本的な事項についてルール化するた

め、準備会の立ち上げに際しては、準備会規程や準備会会則（以下「規程等」と

いいます）を定めることが望ましいと考えられます。 

  

<規程等に定める内容の例> 

🔴 目的 

● 準備会の組織、構成 

● 代表者の選任及び解任方法 

● 議決方法等運営に関する事項 

● 監査 

● 資産及び会計 

● 解散及び残余財産の処分 

 

（３）準備会における会計管理 

準備会運営費には公的な助成制度等がないため、設立代表者または準備会の委員

等が拠出することにより確保することが必要となります。これは、構成員全員の総

有財産であるため、資金管理の透明性の確保が必要になります。 

 

ア 会計担当者の選任 

適正な会計事務の遂行と会計管理の責任体制を明確化するため、会計担当者を

選任することが望ましいと考えます。選任は総会の場での選任や代表者による選

任が考えられますが、会計におけるルールと併せ、規程等で定めておくのが望ま

しいでしょう。 

 

イ 予算・決算について 

準備会の事業年度単位については、法人設立後のことも考え、４月（または準

備会設立時）に始まり、翌年の３月末までを１期とする扱いが一般的だと思われ
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ます。各事業年度において、予算を作成し、年度末には決算行為を行うことが適

当です。 

予算は各会計年度前に総会に諮り、議決を経て、会計年度終了後決算を行うこ

とが必要です。その場合、監査人の監査報告も併せて行うようにして下さい。 

 

ウ 法人設立資産の取扱い 

法人設立に必要な資産（基本財産、建設自己資金、運転資金、法人事務費等）

は、あくまで法人設立後に、贈与契約書に基づき寄附を受けるもので、原則とし

て、準備会段階の経費に充てることはできません。ただし、設備整備に関する支

出について、建設自己資金のうち基本設計費等は、法人設立前に執行する契約を

締結している場合、準備段階での支出は可能です。 

 

エ 資産と負債の取扱い 

法人認可を受け、準備会を解散するにあたっては、その残余資産について、規

程等の定めに基づき、設立法人に移管することが望ましいとされています。なお、

資産に該当する前払費用等の前払金についても設立法人が受入れすることがで

きます。ただし、未払費用や借入金等一切の負債を法人に引き継ぐことはできな

いので、準備会の段階で清算することが求められます。 

例えば既設事業所について法人に運営を引き継がせる場合の家賃などが前払

費用に該当し、準備会で前払費用を計上し、法人に寄附・移管することになりま

す。 

  



6 

２ 設立の要件 

（１）法人の役員等に関する共通事項 

法人を運営していくためには、評議員及び役員（理事・監事）を必ず置かなくて

はなりません。 

 

ア 関係行政庁の職員が法人の評議員または役員となることは法第６１条第１項

に規定する公私分離の原則に照らし適当でないので、差し控えてください。ただ

し、社会福祉協議会にあっては、役員の総数の５分の１を超えなければ認められ

ます。（法第１０９条第５項） 

 

イ 実際に法人運営に参画できない者を、評議員または役員として名目的に選任す

ることは適当ではありません。 

 

ウ 次に掲げる者は、評議員または役員となることはできません。（法第４０条第

１項及び第４４条第１項） 

 ① 法人 

② 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働

省令で定めるもの 

③ 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法又は法の規定に違

反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくな

るまでの者 

④ ③に該当する者を除くほか、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、

又は執行を受けることができなくなるまでの者 

⑤ 所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた社会福祉法人の解散当時の役員  

 

エ 暴力団等の反社会勢力の者は、評議員または役員となることはできません。 

 

（２）評議員の選任要件等 

① 評議員の数は、理事の員数を超える数としてください。定数は確実数とするこ

とも「〇名以上〇名以内」とすることも可能です。 

② 評議員は、役員または当該法人の職員を兼ねることはできません。 

③ 評議員には、「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」のうちか

ら、定款に定めるところにより選任する（法第３９条）ことと規定されており、

法人において「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」として適正

な手続きにより選任されている限り、制限を受けるものではないこととされてい
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ます。 

④ 評議員のうち、各評議員について、その配偶者または３親等以内の親族、その

他各評議員と厚生労働省令で定める特殊な関係（注１）にある者が含まれてはいけ

ません。なお、租税特別措置法第４０条を適用される場合は、親族等特殊関係者

の範囲が６親等以内の親族等となりますのでご留意ください。 

⑤ 評議員の選任及び解任は、法人が定款で定める（法第３１条第１項第５号）こ

とになっています。定款例では、法人に「評議員選任・解任委員会」を置き、評

議員の選任・解任は、同委員会において行うとあります。 

 

※注１ 評議員のうちの各役員と特殊の関係がある者 

<抜粋>社会福祉法施行規則 

第２条の８ 法第４０条第５項に規定する各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者 

は、次に掲げる者とする。 

一 当該役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 

二 当該役員の使用人 

三 当該役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者 

四 前二号に掲げる者の配偶者 

五 第一号から第三号までに掲げる者の三親等以内の親族であって、これらの者と生計を一に

する者 

六 当該役員が役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのある者にあっては、その代表

者又は管理人。以下この号及び次号において同じ。）若しくは業務を執行する社員である他の

同一の団体（社会福祉法人を除く。）の役員、業務を執行する社員又は職員（当該他の同一の

団体の役員、業務を執行する社員又は職員である当該社会福祉法人の評議員の総数の当該社

会福祉法人の評議員の総数のうちに占める割合が、三分の一を超える場合に限る。） 

七 他の社会福祉法人の役員又は職員（当該他の社会福祉法人の評議員となっている当該社会

福祉法人の評議員及び役員の合計数が、当該他の社会福祉法人の評議員の総数の半数を超え

る場合に限る。） 
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（３）理事の選任要件等 

① 理事の定数は６人以上です。定数は確定数とすることも「６名以上〇名以内」

とすることも可能です。（法第４４条第３項） 

② 理事は、評議員会の決議により選任します。 

③ 理事のうち１名を理事長としてください。また、理事長以外の理事のうち理事

会の決議によって業務執行理事を選任することができます。 

④ 理事には「社会福祉事業の経営に関する識見を有する者（注２）」「当該法人が行

う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者（注３）」「当該法人が施設

を設置している場合にあっては、当該施設の管理者」を加えることとされていま

す。（法第４４条第４項） 

⑤ 理事同士が、親族等特殊関係人に該当する場合は、人数の制限があります。（注

４）特に他の法人の理事に就任している人同士が、そのまま今回設立する法人の

理事に就任する場合は、特殊関係に当たるので人数制限に注意してください。 

 

※注２ 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 

🔴 社会福祉に関する教育を行う者 

🔴 社会福祉に関する研究を行う者 

● 社会福祉事業又は社会福祉関係の行政に従事した経験を有する者 

● 公認会計士、税理士、弁護士等社会福祉事業の経営を行う上で必要かつ有益

な専門知識を有する者 

※注３ 当該法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者 

● 社会福祉協議会等社会福祉事業を行う団体の役職員 

【参考】

３親等以内の親族等

【凡例】

配偶者 叔父・叔母

配偶者 兄弟姉妹

配偶者 甥・姪

曾祖父母 曾祖父母

祖父母 祖父母

父母 父母

親等なし

１親等

２親等

３親等

孫

曾孫

配偶者

配偶者

役員本人 配偶者

叔父・叔母

兄弟姉妹

甥・姪配偶者子
血族

姻族

無職
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● 民生委員・児童委員 

● 社会福祉に関するボランティア団体、親の会等の民間社会福祉団体等の代表

者等 

● 医師、保健師、看護師等保健医療関係者 

● 自治会、町内会、婦人会及び商店会等の役員、その他その者の参画により施

設運営や在宅福祉事業の円滑な遂行が期待できる者 

 

※注４ 理事のうち各理事と特殊の関係がある者 

各理事について、その配偶者及び３親等以内の親族、その他各理事と厚生労働

省で定める特殊な関係にある者が、３人を超えて含まれ、また、理事総数の３分

の１を超えて含まれてはいけません。なお、租税特別措置法第４０条を適用され

る場合は、親族等特殊関係者の範囲が６親等以内の親族等となりますのでご留意

ください。 

 

<抜粋>社会福祉法施行規則 

第２条の１０ 法第４４条第６項に規定する各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある

者は、次に掲げる者とする。 

一 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 

二 当該理事の使用人 

三 当該理事から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者 

四 前二号に掲げる者の配偶者 

五 第一号から第三号までに掲げる者の三親等以内の親族であって、これらの者と生計を一に

する者 

六 当該理事が役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのある者にあっては、その代表

者又は管理人。以下この号及び次号において同じ。）若しくは業務を執行する社員である他の

同一の団体（社会福祉法人を除く。）の役員、業務を執行する社員又は職員（当該他の同一の

団体の役員、業務を執行する社員又は職員である当該社会福祉法人の理事の総数の当該社会

福祉法人の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一を超える場合に限る。） 

七 第２条７第８号の掲げる団体の職員のうち国会議員又は地方公共団体の議会の議員でない

者（当該団体の職員（国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者を除く。）である当該

社会福祉法人の理事の総数の当該社会福祉法人の理事の総数のうちに占める割合が、三分の

一を超える場合に限る。） 

 

（４）監事の選任要件等 

① 監事の定数は２人以上です。定数は確定数とすることも「２名以上〇名以内」

とすることも可能です。 
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② 監事は、評議員会の決議により選任します。 

③ 監事には「社会福祉事業について識見を有する者（注２）」「財産管理について識

見を有する者（注５）」を加えることとされています。 

④ 監事は他の役員と親族等特殊関係（注６）にあってはなりません。 

⑤ 監事は、当該法人に係る社会福祉施設の整備、運営と密接に関連する業務を行

うものであってはなりません。(例えば、監事の所属する事務所が法人の会計処理

等を受託することはできません。) 

⑥ 当該法人の理事、評議員、職員（非常勤職員等雇用形態問わず）との兼務は禁

止です。 

 

※注５ 財産管理について識見を有する者 

● 弁護士 

● 公認会計士 

● 税理士 

● 会社等の監査役及び経営責任者等 

 

※注６ 監事のうち各役員と特殊の関係がある者 

<抜粋>社会福祉法施行規則 

第２条の１１ 法第４４条第７項に規定する各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある

者は、次に掲げる者とする。 

   なお、租税特別措置法第４０条を適用される場合は、親族等特殊関係者の範囲が６親等以

内の親族となりますのでご留意ください。 

一 当該役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 

二 当該役員の使用人 

三 当該役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者 

四 前二号に掲げる者の配偶者 

五 第一号から第三号までに掲げる者の三親等以内の親族であって、これらの者と生計を一に

する者 

六 当該理事が役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのある者にあっては、その代表

者又は管理人。以下この号及び次号において同じ。）若しくは業務を執行する社員である他の

同一の団体（社会福祉法人を除く。）の役員、業務を執行する社員又は職員（当該他の同一の

団体の役員、業務を執行する社員又は職員である当該社会福祉法人の監事の総数の当該社会

福祉法人の監事の総数のうちに占める割合が、三分の一を超える場合に限る。） 

七 当該監事が役員若しくは業務を執行する社員である他の同一の団体（当該監事及び当該他

の同一の団体の役員、業務を執行する社員又は職員である当該社会福祉法人の監事の総数の

うちに占める割合が、三分の一を超える場合に限る。） 
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八 他の社会福祉法人の理事又は職員（当該他の社会福祉法人の評議員となっている当該社会

福祉法人の評議員の総数の半数を超える場合に限る。） 

 

（５）会計監査人の選任要件等 

一定の事業規模を超える法人に対して、会計監査人による監査が義務付けられてい

ます。 

ただし、しばらくの間、収益３０億円を超える法人または負債６０億円を超える法

人に限られています。 

 

●会計監査人は、公認会計士または監査法人でなければなりません。 

●会計監査人は、評議員会の決議により選任します。 

 

（６）資産要件 

法人は、社会福祉事業を行うために必要な資産を備えなければならず、資産の種類、

規模については運営する施設、事業に応じた各々の関係法令、通知に基づく施設の基

準その他の要件を満たすものでなければなりません。 

法人の資産区分には、基本財産、その他の財産、公益事業用財産（公益事業を行う

場合に限る。）及び収益事業財産（収益事業を行う場合に限る。）の４つに分類できま

す。 

 

≪資産所有の基本原則≫ 

社会福祉事業を行うために直接必要なすべての土地・建物について所有権を有してい

ること、または、国もしくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受けていること

が必要です。 

なお、都市部等土地の取得が極めて困難な地域においては、不動産の一部（社会福祉

施設を経営する法人の場合は土地）に限り、国若しくは地方公共団体以外の者から貸与

を受けていることとして差し支えありませんが、この場合には、その事業の存続に必要

な期間の地上権または賃借権（含定期借地権）を設定し、かつ、これを登記しなければ

なりません。 

また、賃料は極力低額であることが望ましく、法人が当該賃借料を長期間にわたり安

定的に支払う能力があると認められる必要があります。 

 

 

≪資産所有の要件緩和≫ 

次にあげる施設については、資産所有の要件緩和通知が出されています。 
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①  特別養護老人ホームを設置する場合 

「国又は地方公共団体以外の者から施設用地の貸与を受けて特別養護老人ホーム

を設置する場合の要件緩和について」（平成１２年８月２２日社援第１８９６号・老

発第５９９号厚生省社会・援護局長、老人保健福祉局長連名通知） 

 

②  地域活動支援センターを設置する場合 

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活

動支援センターの経営を目的として社会福祉法人を設立する場合の資産要件等につ

いて」（平成２４年３月３０日社援第０３３０第５号社会・援護局長通知） 

 

③  既設法人が福祉ホームを設置する場合 

「国又は地方公共団体以外の者から施設用地の貸与を受けて既設法人が福祉ホー

ムを設置する場合の要件緩和について」（平成１２年９月８日障第６６９号・社援第

２０２８号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長連名通知） 

 

④  既設法人が通所施設を設置する場合 

「国又は地方公共団体以外の者から不動産の貸与を受けて既設法人が通所施設を

設置する場合の要件緩和について」（平成１２年９月８日障第６７０号・社援第２０

２９号・老発第６２８号・児発第７３２号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・

援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知） 

 

⑤  既設法人以外の法人が保育所を設置する場合 

「不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合の要件緩和について」（平成１６年

５月２４日雇児発第０５２４００２号・社援発第０５２４００８号厚生労働省雇用均

等・児童家庭局長、社会・援護局長連名通知） 

 

⑥  地域密着型介護老人福祉施設の「サテライト型居住施設」または構造改革特別区

域における「サテライト型障害者施設」を設置する場合 

「地域密着型介護老人福祉施設の「サテライト型居住施設」及び構造改革特別区域に

おける「サテライト型障害者施設」の用に供する不動産に係る取扱いについて」（平

成１６年１２月１３日社援発第１２１３００３号・老発１２１３００１号厚生労働省

社会・援護局長、老健局長連名通知） 

 

⑦ 幼保連携型認定こども園または小規模保育事業（利用定員が１０人以上であるもの

に限る。）を行う施設を設置する場合 

保育所と同様に、「不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合の要件緩和につい
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て」（平成１６年５月２４日雇児発第０５２４００２号・社援発第０５２４００８号

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長連名通知）第１の１及び２に定

める取扱いに準ずる。 

 

⑧ 国又は地方公共団体以外の者から不動産の貸与を受けて既設法人が特別保護老人

ホーム（サテライト型居住施設である地域密着型特別養護老人ホームを除く）を設置

する場合 

「国又は地方公共団体以外の者から不動産の貸与を受けて既設法人がサテライト

型居住施設である地域密着型特別養護老人ホーム以外の特別養護老人ホームを設置

する場合の要件緩和について」（平成２８年７月２７日社援第０７２７第１号・老第

０７２７第１号厚生労働省社会・援護局長、老健局長連名通知） 

 

（７）基本財産 

法人存立の基礎となるものを基本財産といいます。基本財産については、これらを

処分し、または、担保に供する場合には、所轄庁の承認を受けなければなりません。 

 

① 社会福祉施設を経営する法人 

すべての施設について、その施設の用に供する不動産は、基本財産としなけれ

ばなりません。 

ただし、すべての社会福祉施設の用に供する不動産が、国または地方公共団体

から貸与または使用許可を受けている場合には、１，０００万以上に相当する資

産（現金、預金、確実な有価証券または不動産に限る。）を基本財産として有して

いる必要があります。 

 

※ 障害者総合支援法に定める日中活動系サービスの障害福祉サービス事業所（療

養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援）を設置する場合は、

「社会福祉施設を経営する法人」として取り扱います。 

 

② 社会福祉施設を経営しない法人 

社会福祉施設を経営しない法人は、一般に設立後の収入に安定を欠くおそれがあ

り、設立時において事業継続を可能とする財政基盤を有することが必要であるため、

原則として１億円以上の資産（例えば、定期預金、土地、日本国債など）を基本財

産として有していなければなりません。 

ただし、委託費等で事業継続に必要な収入が安定的に見込める場合は、法人の安

定的運営が図られるものとして所轄庁が認める額の資産とすることができます。 
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③ 要件を満たすことで資産要件が緩和される事業 

次の事業は、特例の要件を満たすことで、１，０００万円以上に相当する資産を

基本財産とすることで足りるとされています。 

 

● 居宅介護等事業を行う場合 

  例・母子家庭居宅介護等事業  ・寡婦居宅介護等事業 

   ・父子家庭居宅介護等事業  ・老人居宅介護等事業 

   ・障害福祉サービス事業（居宅介護、重度訪問介護、同行援護または行動援護に

限る。） 

「居宅介護等事業の経営を目的として社会福祉法人を設置する場合の資産要件等に

ついて」（平成１２年９月８日障第６７１号・社援第２０３０号・老発第６２９号・

児発第７３３号厚生労働大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉

局長、児童家庭局長連名通知） 

 

● 共同生活援助事業を行う場合 

  例・認知症対応型老人共同生活援助事業  ・小規模多機能型居宅介護事業 

   ・複合型サービス福祉事業 

   ・障害福祉サービス事業（共同生活援助に係るものに限る。） 

「共同生活援助事業の経営を目的として社会福祉法人を設置する場合の資産要件

等について」（平成１４年８月３０日社援発第０８３０００７号・老発第０８３００

０６号厚生省社会・援護局長、老健局長連名通知） 

 

（８）法人設立時の運用資金について 

  ①運営資金 

施設が開設してから介護報酬等の収入があるまでの間に必要な運転資金です。 

一般的には年間事業費の１２分の１以上に相当する現金、普通預金又は当座預金

等を有していなければなりません。 

なお、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律上の障害福

祉サービス又は児童福祉法上の障害児通所支援若しくは障害児入所支援にも該当

する社会福祉事業を主として行う法人を設立する場合にあっては１２分の２以上

に相当する現金、普通預金又は当座預金等を有していなければなりません。 

また、介護給付費等の収入時期はほぼ３か月遅れとなるため介護保険上の事業を

主として行う法人にあっては、１２分の３以上に相当する現金、普通預金又は当座

預金等を有すること。 

③ 法人事務費 

運転資金等とは別に１００万円以上（事前雇用する際の経費等）必要な額を、用
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意する必要があります。 

 

（９）社会福祉法人の名称 

法人の名称は、以下のことに注意してください。 

● 法人・施設の名称は、個人名・会社名等から引用したものでないこと。 

● 熊本県内において、同一名称の法人・施設がないこと。 

● 法人名と施設名は同一でないこと（▲▲ 会と▲▲苑は可）。 

● 長すぎたり、難解な漢字等を使用したものは好ましくない。 
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３ 申請書類チェックリスト 

 チェック事項を確認の上、下記の順番で揃えて正本１通、副本１通を提出して

ください。 

 

書 類 チェック事項 

設立認可申請書 ・設立代表者の住所、氏名、印影は、印鑑登録証明書と

一致しているか。 

・主たる事業所の所在地や事業の種類は、定款の記載ど

おりとなっているか。 

・資金の金額は、財産目録と一致しているか。 

・役員及び評議員の氏名や選任区分は、設立時役員等一

覧表と一致しているか。 

定款 ・「社会福祉法人定款例」に示された必要的記載事項は、

漏れなく記載されているか。 

・「社会福祉法人定款例」に示された相対的記載事項は、

法令に沿った内容で記載されているか。 

・「社会福祉法人定款例」に示された任意的記載事項は、

法令・通知に違反していないか。 

・租税特別措置法第４０条の適用を予定している場合

は、国税庁長官確認事項（※）を満たしているか。 

※ 平成２９年３月２９日付厚生労働省社会・援護局

福祉基盤課事務連絡「租税特別措置法施行令（昭和３

２年政令第４３号）第２５条の１７第６項第１号の要

件を満たす社会福祉法人の定款の例について」参照 

・定款附則の設立時役員及び評議員の氏名は、印鑑登録

証明書と一致しているか。 

添付書類目録  

財産目録 ・資産の金額・内容が、贈与契約書等と一致しているか。 

・不動産は、不動産登記事項証明書のとおり１棟、１筆

ごとに記載されているか。 

・負債を抱えていないか。（事業譲渡により設立する場合

は、「未払金」「引当金」等の事業継承に係る負債を除

く。 
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土地・建物関係書類 

【
贈
与
の
場
合
】 

土地・建物の贈与

契約書（写） 

・設立代表者の住所、氏名、印影は、印鑑登録証明書と

一致しているか。 

・対象の土地・建物は、不動産登記事項証明書のとおり

１棟、１筆ごとに記載されているか。 

【別記目録がある場合】 

・契約書と割印を押印してあるか。 

・什器備品は、固定資産（取得価格１０万円以上）と備

品（取得価格１０万円未満）に区分されているか。 

【契約の相手方が設立代表者の場合】 

・設立代表者代理人が契約を締結しているか。 

【
購
入
の
場
合
】 

土地・建物の売買

確約書（写） 

・売主の住所、氏名、印影は、印鑑登録証明書と一致し

ているか。 

・対象の土地・建物は、不動産登記事項証明書のとおり

１棟、１筆ごとに記載されているか。 

【契約の相手方が設立代表者の場合】 

・設立代表者代理人が契約を締結しているか。 

補助確約書・補助

予定通知書（写） 

【地方公共団体が補助を行う場合】 

・施設整備計画書や収支予算書と金額が一致している

か。 

・補助団体の公印が押印されているか。 

【
借
用
の
場
合
】 

無償貸与確約書、

地上権決定契約書

又は賃貸借契約書 

・貸主の住所、氏名、印影は、印鑑登録証明書と一致し

ているか。 

・対象の土地・建物は、不動産登記事項証明書のとおり

１棟、１筆ごとに記載されているか。 

・権利の存続期間は、事業の存続に必要な期間設定され

ているか。 

・基本財産に係る資産要件緩和の特例を適用する場合

は、契約期間、貸主、財源等の要件を満たしているか。 

・賃貸料は、無料または地域の相場に比べて低額になっ

ており、法人が長期間にわたって安定的に支払うこと

ができる金額か。 

・法人設立代表者や役員予定者等の利害関係者から、有

償貸与を受けていないか。 

【契約の相手方が設立代表者の場合】 

・設立代表者代理人が契約を締結しているか。 
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土地・建物の不動産登記

事項証明書 

・申請日から遡って、３か月以内の証明書が添付されて

いるか。 

・抵当権等が設定されていないか。抵当権等が設定され

ている場合は、抹消の確実な見通しがあるか。 

土地の公図 ・申請日から遡って、３か月以内の公図が添付されてい

るか。 

・原本を正本に、写を副本に添付されているか。 

建物の図面（周辺図、配

置図、平面図） 

・建物の図面や事業を実施する場所が確認できる図面を

添付しているか。 

登記確約書 ・所有者の住所、氏名、印影は、印鑑登録証明書と一致

しているか。 

・不動産は、不動産登記事項証明書のとおり１棟、１筆

ごとに記載されているか。 

・所有権移転登記（贈与・購入の場合）または地上権・貸

借権（借用の場合）の設定登記を確約しているか。 

【契約の相手方が設立代表者の場合】 

・設立代表者代理人宛に確約しているか。 

【地上権・貸借権の登記を行わない場合】 

・基本財産に係る資産要件緩和通知に示された契約期

間、貸主、財源等の要件を満たしているか。 

農地転用許可書または

農 地 転 用 届 出 受 理 書

（写） 

【土地が農地(畑等)である場合】 

・不備なく添付しているか。 

土地・建物の不動産価格

評価書等 

【土地・建物の贈与または購入の場合】 

・不動産鑑定士によるものまたは路線価により算出した

もの等 

【
契
約
相
手(

所
有
者)

が
個
人
の
場
合
】 

・土地建物所有者

の身分証明書 

・印鑑登録証明書 

・申請日から遡って、３か月以内の証明書が添付されて

いるか。 
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【
契
約
相
手(

所
有
者)

が
法
人
の
場
合
】 

・土地建物所有者

の身分証明書 

・印鑑登録証明書 

・申請日から遡って、３か月以内の証明書が添付されて

いるか。 

 

・法人の定款 

・寄附行為その他

の基本約款 

・総会や理事会等の規定等が設けられているか。 

・当該法人の代表者の原本証明がされているか。 

 （正副とも） 

法人の履歴事項全

部証明書 

・申請日から遡って、３か月以内の証明書が添付されて

いるか。 

・贈与者と登記上の代表者が一致しているか。 

・原本を正本に、写を副本に添付されているか。 

法人の贈与、売却

または貸与を議決

した議事録（写） 

・決定手続は定款等の規定に従って行われているか。 

・決定された内容が、契約書・確約書と一致しているか。 

・当該法人の代表者の原本証明がされているか（正副と

も） 

法人の決算書 ・直近の決算書が添付されているか。 

・当該法人の代表者の原本証明がされているか（正副 

とも） 

・贈与の場合、法人の剰余金（当期末処分利益）が、贈与

額を上回っているか。 

資金の贈与関係書類 

資金の贈与契約書（写） ・基本財産基金、施設整備自己資金、借入金償還財源、

賃借料支払財源、法人事務費及び運転資金など設立に

必要な資金が漏れなく確保されているか。 

・贈与の履行期限は、法人設立後１週間以内となってい

るか。 

（事業譲渡に伴う運転資金等の贈与については、事業

譲渡時の贈与可。） 

・借入金償還財源等の継続的な資金の贈与については、

確実な履行が担保されているか。 

・贈与者の住所、氏名、印影は、印鑑登録証明書と一致

しているか。 

【指定寄附をする場合】 

・審査を通過しなかった場合に、一般寄附に切り替える

ことが契約書に明記されているか。 

【契約の相手方が設立代表者の場合】 

・設立代表者代理人が契約を締結しているか。 
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・資金贈与者の預金残高

証明書 

・通帳の写し 

・申請日から遡って、３か月以内の証明書が添付されて

いるか。 

・通帳から資金の大幅な変動がなく、常に贈与額を確保

できる状態であるか。 

 

【
資
金
贈
与
者
が
個
人
の
場
合
】 

・贈与者の身分証

明書 

・印鑑登録証明書 

・申請日から遡って、３か月以内の証明書が添付されて

いるか。 

資金贈与者の所得

証明書または住民

税課税証明書 

【施設整備借入金償還財源や不動産賃借料等の経常経費

について継続的な寄附が予定されている場合】 

・各年度の贈与額が、贈与者の課税所得額（所得控除後

の金額）の 1/4 以内になっているか。 

【
資
金
贈
与
者
が
法
人
の
場
合
】 

・法人代表者の身

分証明書 

・印鑑登録証明書 

・申請日から遡って、３か月以内の証明書が添付されて

いるか。 

 

・法人の定款 

・寄附行為その他

の基本約款 

・総会や理事会等の規定等が設けられているか。 

・当該法人の代表者の原本証明がされているか（正副と

も） 

法人の履歴事項全

部証明書 

・申請日から遡って、３か月以内の証明書が添付されて

いるか。 

・贈与者と登記上の代表者が一致しているか。 

・原本を正本に、写を副本に添付されているか。 

法人からの資金贈

与を議決した議事

録（写） 

・決定手続は定款等の規定に従って行われているか。 

・決定された内容が、贈与契約書と一致しているか。 

・当該法人の代表者の原本証明がされているか。（正副と

も） 

法人の決算書 ・直近の決算書が添付されているか。 

・当該法人の代表者の原本証明がされているか。（正副と

も） 

・法人の剰余金（当期末処分利益）が、贈与額を上回っ

ているか。 

過去３～５年間の

寄附実績 

【借入金償還財源、賃借料等を継続的に寄付する場合】 

・償還財源を贈与できるだけ寄附の実績があるか。（寄附

実績がない場合は、過去３～５年間の決算において、

寄附が可能な財政状況となっているか。） 
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事業・予算関係書類 

初年度・次年度事業計画

書 

・事業所管課に、内容の確認がとれているか。 

・年度の経過が反映されているか。 

施設整備年度資金収支

予算書 

・収支は、施設整備計画書と一致しているか。 

・根拠のない収入が計上されていないか。（寄附等の実績

がある場合は、実績に相当する額を計上可） 

・贈与契約書の金額は、すべて計上されているか。 

・運転資金の贈与額は、年間総事業費の一定割合（※）

を超えており、かつ、当期末支払資金残高が運転資金

贈与額を上回っているか。（社会福祉施設整備費補助対

象法人審査要領参考） 

※介護保険事業：年間総事業費の 3/12 

※障害福祉事業：年間総事業費の 2/12 

※保育・その他の事業：年間総事業費の 1/12 

・法人事務費の贈与額は、１００万円を超えているか。 

・法人事務費は、法人設立後から事業開始まで準備経費

も含めて積算された金額が計上されているか。 

・不動産を賃借する場合は、賃借料及び安定的に賃借料

を支払い得る財源が適正に計上されているか。 

・什器備品など固定資産に該当しない物品の贈与がある

場合は、収入と同額を支出に計上しているか。 

初年度資金収支予算書 ・事業計画書に基づいた収支が計上されているか。 

・根拠のない収入が計上されていないが。（寄附等の実績

がある場合は、実績に相当する額を計上可） 

・法人事務費は、理事会・評議員会開催経費など、法人

運営に必要な経費が法部区分に計上されているか。 

・介護収入や保育所委託費等を法人本部へ資金移動する

場合、各種使途制限通知の要件を満たしているか。 

・当期末支払資金残高は、年間総事業費の一定割合（※

上記参照）を上回っているか。 

・福祉医療機構等の融資がある場合は、償還計画通りの

償還金支出が計上されているか。 

 

 

 

 

次年度資金収支予算書 



22 

設立時役員等関係書類 

設立時役員等一覧表 ・設立者、設立時役員及び評議員の住所、氏名、生年月

日は、印鑑登録証明書や履歴書と一致しているか。 

・役員及び評議員の職歴が選任要件等を判断できる内容

になっているか。 

・役員及び評議員の構成は、社会福祉法及び定款で定め

られた親族等特殊関係者の制限に該当しないか。また、

各選任区分の者が漏れなく含まれているか。 

・設立者・役員・評議員

の履歴書 

・身分証明書 

・印鑑登録証明書 

・申請日から遡って、３か月以内の証明書が添付されて

いるか。 

・履歴書の住所、氏名、生年月日、印影は、印鑑登録証明

書と一致しているか。 

・役員の選任要件等を判断できる経歴が記載されている

か。 

就任承諾書 ・就任承諾書の住所、氏名、印影は印鑑登録証明書と一

致しているか。 

親族等特殊関係者及び

暴力団員等に該当しな

いことの誓約書 

・欠格事項、親族等特殊関係の制限及び暴力団員等反社

会的勢力者に該当しないことを誓約しているか。（誓約

する旨の記載がある場合は就任承諾書でも可） 

役員・評議員と、他の役

員・評議員との関係を説

明する書類 

【理事に親族等特殊関係者が含まれる場合又は理事・監

事・評議員が同一団体の役職員である場合等】 

・該当する者の氏名及び該当する者の関係が説明されて

いるか。（関係法人の組織図、職務分掌規程等） 

兼業許可証 【役員及び評議員が公務員等である場合】 

・兼業先の許可が得られているか。 

設立代表者への委任状 【設立代表者を定めた場合】（受任者を除く設立者全員

分） 

・委任状の住所、氏名、印影は、印鑑登録証明書と一致

しているか。 

・委任状の日付が、就任承諾書及び贈与契約書等の日付

以前になっているか。 

代理人への委任状 【代理人を選任している場合】（受任者を除く設立者全員

分） 

・委任状の住所、氏名、印影は、印鑑登録証明書と一致

しているか。 

・贈与契約に係る委任状と分けて、作成しているか。 
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施設整備関係書類 

施設整備計画書 ・施設整備所管課に、内容の確認がとれているか。 

・資金計画が、積算根拠（見積書等）の金額と一致して

いるか。 

建設図面（周辺図、配置

図、平面図） 

・建物の図面や事業を実施する場所が確認できる図面を

添付しているか。 

建設工事見積書（写） ・施設整備計画書の資金計画と一致しているか。 

・見積業者等の代表者印が押印されているか。 設計監理見積書（写） 

施設設備（初度調弁）一

覧表 

・施設開設に必要な設備、物品が確保されているか。 

・購入金額が、見積書等の金額と一致しているか。 

施設設備（初度調弁）見

積書 

・購入金額が、施設整備計画書、施設設備（初度調弁）一

覧表の金額と一致しているか。 

・見積業者等の代表者印が押印されているか。 

補助金・助成金交付確約

書 ま た は 交 付 予 定 書

（写） 

・施設整備計画書の資金計画と一致しているか。 

・補助、助成決定先の代表者印が押印されているか。 

補助金・助成金交付要綱 ・補助の根拠となる要綱が添付されており、補助要件を

みたしているか。 

施設整備借入金貸付内

定書または審査結果通

知書 

・施設整備計画書の資金計画と一致しているか。 

【借入先が福祉医療機構の場合】 

・融資申請書の受付書が添付されているか。 

・協調融資の場合、協調融資であることを示す福祉医療

機構との連絡票の写が添付されているか。 

借入金償還計画表 ・貸付内定書等の金額と一致しているか。 

・事業計画に基づく収支シミュレーションをした上で、

償還計画に無理はないか。 

・償還財源に不確実な財源（※）が予定されていないか。 

※バザー収入等の収入金額が確実でないもの。 

・償還財源について、介護報酬や保育所委託費等を充当

する場合、各種使途制限通知の要件を満たしているか。 

・償還財源に寄附君を充てる場合、贈与契約書の金額と

合致するか。 

借入金償還補助金の確

約書、補助金交付要綱等 

・償還計画の金額と一致しているか。 

・補助、助成決定先の長の押印がされているか。 

・補助の根拠となる要綱が添付されており、補助要件を

みたしているか。 
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債 務 負 担 行 為 議 決 書

（写）または補助予定通

知書（写） 

・償還計画の金額と一致しているか。 

・補助、助成決定先の長の押印がされているか。 

基本財産編入誓約書 ・土地や建物を取得した後に、基本財産に編入すること

について誓約してあるか。 

施設長関係書類 

施設長就任承諾書 ・施設長予定者の住所、氏名、印影は、印鑑登録証明書

と一致しているか。 

施設長の履歴書 

身分証明書 

印鑑登録証明書 

・申請日から遡って、３か月以内の証明書が添付されて

いるか。 

・履歴書の住所、氏名、生年月日、印影は、印鑑登録証明

書と一致しているか。 

施設長の資格を証する

書類（写）または資格取

得確約書 

【資格を有している場合】 

・実施する施設または事業に必要な資格証明書の写しを

添付しているか。 

【資格を有していない場合】 

・事業開始までに資格を取得する旨を確約しているか。 

・確約書の氏名、印影は、印鑑登録証明書と一致してい

るか。 

 

その他の書類 

地元説明会等の記録 ・地元自治会等へ説明会を行った際の資料を添付してい

るか。（質疑応答の内容を含む。） 

・社会福祉法人の設立及び事業実施に対して、反対して

いる住民はいないか。 

 

業務委託契約内示書・確

約書 

【委託事業の場合】 

・定款の事業内容と一致しているか。 

・委託事業の内容、金額に問題はないか。 

 

事業譲渡関係（事業譲渡による法人設立の場合） 

事業譲渡契約書（写） ・譲渡される事業の内容、条件、資産等に誤りはないか。 

・契約書双方の代表者印が押印されているか。 

 

協定書 ・事業譲渡に関する内容、条件等について、契約者双方

で確認がとれているか。 
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【
事
業
譲
渡
元
が
個
人
の
場
合
】 

・事業譲渡者の 

 身分証明書 

・印鑑登録証明書 

・申請日から遡って、３か月以内の証明書が添付されて

いるか。 

・身分証明書が、原本を正本に添付し、副本には写しが

添付してあるか。 

・印鑑登録証明書が、原本を正本に添付し、副本には写

しが添付してあるか。 

譲渡対象事業の決

算書 

・直近の決算書が添付してあるか。 

・譲渡の対象となる資産等を保有しているか。 

【
事
業
譲
渡
元
が
法
人
の
場
合
】 

・法人代表者の 

 身分証明書 

・印鑑登録証明書 

・申請日から遡って、３か月以内の証明書が添付されて

いるか。 

・身分証明書が、原本を正本に添付し、副本にも写しが

添付してあるか。 

・印鑑登録証明書が、原本を正本に添付し、副本にも写

しが添付してあるか。 

・法人の定款 

・寄附行為その他

の基本約款 

・総会や理事会の規定が設けられているか。 

・当該法人等の代表者の原本証明がされているか。（正副

とも） 

法人の履歴事項全

部証明書 

・申請日から遡って、３か月以内の証明書が添付されて

いるか。 

・事業譲渡者と登記上の代表者が一致しているか。 

・原本を正本に添付し、副本にも写しが添付されている

か。 

法人で事業譲渡を

議決した議事録

（写） 

・当該法人等の代表者の原本証明がされているか。（正副

とも） 

・決定手続きは、定款等の規定に従って行われているか。 

・事業譲渡に係る決議がなされているか。 

法人の決算書 ・直近の決算書が添付してあるか。 

・譲渡の対象となる資産等を保有しているか。 

職
員
関
係
書
類 

同意書（譲渡対象

事業の職員 

・全職員から事業譲渡についての同意がとれているか。

（職員の了解があれば職員代表も可。） 

職員への説明資料 ・全職員に対し、事業譲渡前後の処理や退職金の取扱い

の説明をしているか。 

・就業規則（案） 

・給与規程（案） 

・休業規程（案） 

 

・内容に不備がないか。 

・事業所管課に、内容の確認がとれているか。 
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退職金関係書類 ・事業譲渡先及び事業譲渡先での退職金の取扱いを調整

できているか。 

利
用
者
関
係
書
類 

同意書（利用者） ・全利用者（利用者家族）から事業譲渡についての同意

がとれているか。 

利用者及び利用者

家族への説明資料 

・全利用者及び利用者家族に対し、事業譲渡前後の利用

契約やサービス等の説明をしているか。 

・説明に使用した資料を添付しているか。（質疑応答の内

容を含む。） 

利用契約書（案） ・事業所管課に、内容の確認がとれているか。 

 ※必要に応じて追加書類を求める場合があります。 
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４ 設立後の手続き 

法人設立認可後は、以下の手続きを遅滞なく行ってください。 

 

（１）認可後の登記 

法人認可に伴う手続きが完了した後、認可通知書を交付します。 

設立認可日から、２週間以内に法人の設立登記を法務局で行ってください。（組

合等登記令第 2 条） 

法人設立の認可だけでは法人設立は完了しませんので、必ず行ってください。 

 

≪社会福祉法人の登記事項≫ 

① 目的及び業務 

② 名称 

③ 事務所の所在地 

④ 代表権を有する者の氏名、住所及び資格 

⑤ 解散の事由を定めたときは、その事由 

⑥ 資産の総額 

 

（２）履歴事項全部証明書の提出 

法人設立登記後に、所轄庁の事業所管課へ法人の履歴事項全部証明書を提出し

てください。（写しで可） 

 

（３）役員等の選任と代表者の登記 

設立登記が完了した後、遅滞なく正規の役員等を選任するための手続きを行っ

てください。 

 

ア 定款附則に定められた理事により、第 1 回理事会を開きます。 

第 1 回理事会の決議事項 

・評議員選任・解任委員会運営規程の制定、同委員会委員の選任 

・評議員選任・解任委員会の開催決定及び同委員会に推薦する評議員候補所

の決定 

・評議員会の開催日時・場所・議題及び議案の決定 

・評議員会で選任する理事・監事候補者の決定。（監事候補者の決定について

は、監事過半数の同意を確認し、同意を得た旨を議事録に明記します。） 

・役員報酬等の額及び役員報酬規程に係る議案の決定 
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イ 第 1 回評議員選任・解任委員会を開き、理事が推薦した候補者から、評議員

を選任します。 

 

ウ 第 1 回評議員会を開き、理事及び監事を選任します。 

また、役員の報酬額及び役員報酬規程等、早急に必要となる規程について、

評議員会の承認を得ます。 

 

エ 新たに選任された理事により第２回理事会を開催し、理事長を選任します。 

また、定款に規定した場合には、業務執行理事も選任します。 

その他の重要事項（重要な契約、定款細則や経理規程等）を決議します。 

 

オ 選任された理事長の登記を２週間以内に行ってください。 

 

（４）寄附財産の登記 

原則、設立認可後１週間以内に財産の移転を受け、贈与者領収書を発行します。 

財産の移転が完了した日から 1 か月以内に寄附財産移転完了報告書を、所轄庁

の事業担当課に提出してください。(社会福祉法施行規則第２条第４項) 

≪寄附財産移転完了報告事項≫ 

① 寄附財産移転完了報告書 

② 財産目録 

③ 法人登記事項証明書 

④ 不動産登記事項証明書 

⑤ 預金残高証明書 

⑥ 領収書の写し 

⑦ 法人の印鑑登録証明書 

⑧ 評議員選任・解任委員会議事録（写） 

⑨ 理事会・評議員会議事録（写） 

⑩ 理事・監事・評議員会名簿 

⑪ 理事・監事・評議員就任承諾書（写） 

⑫ その他必要な書類 

 

（５）定款変更申請 

寄附財産の移転により、基本財産への変更が加えられることになりますので、

理事会の決議に基づき、定款変更申請を行ってください。土地については所有権

の移転が完了したとき、建物については竣工後、所有権保存登記が完了したとき

が定款変更申請のタイミングとなります。 


